
　木造住宅の耐震化を促進するため、現在の耐震基準ができた昭和
56年5月31日以前に建築された住宅の耐震診断や耐震改修工事の
費用の一部を助成します。なお、右下の記事もご確認ください。
 木造住宅耐震診断士派遣事業（先着3戸） 
●対象　①～③すべてを満たす方
①昭和56年5月31日以前着工の戸建て住宅、②在来軸組工法による
平屋または2階建て、③過去に町の木造住宅耐震診断士派遣事業を
受けていない方
●内容　町が指定する有資格者により耐震診断を実施します。
●料金　1戸あたり自己負担3,142円（町負担額28,287円）
 【県実施】木造住宅耐震相談（個別相談） 
　町が実施する耐震診断士派遣事業により耐震診断を受けた方に対
して、無料で相談員を派遣する事業を実施します。
●内容　①耐震診断結果の詳細説明
②必要な耐震改修工事の説明など
 木造住宅耐震改修工事助成事業（先着1戸） 
●対象　①～③すべてを満たす方
①昭和56年5月31日以前着工の戸建て住宅、②耐震診断の判定値が
1.0未満と診断された木造住宅で、判定値を1.0以上にする耐震改修
を行う方、③町税などを滞納していない方
●助成額　工事費の5分の4（上限100万円）

　友人や家族と気軽に連絡を取れるSNS「LINE」の使い方と町のオ
リジナルアプリ「やはナビ!」を紹介するスマホ教室を開催します。
　ぜひお申し込みください。※参加無料
●日時　6月25日㈬受け付けはいずれも開始15分前から。
①午前10時～正午　②午後1時30分～午後3時30分
●内容　①SNSについて、アプリ登録、友だち登録、文字・音声・スタ
ンプの使い方　②文字・音声・スタンプ・写真・動画の送り方、通話の
仕方、グループの作り方
①②「もしも」のときのLINE活用、「やはナビ!」の紹介、質問コーナー

●対象　町内在住または在勤の方
●募集人数　各回先着10人程度
●場所　町公民館2階第3・4研修室
●持ち物　スマートフォン　※ご自身の電話番号、メールアドレス
をメモしてお持ちください。
●募集期間　6月2日㈪～ 6月23日㈪午後5時
●申し込み・問い合わせ　文化スポーツ課（019-697-2161）

　町道に面し、倒壊の恐れがあるブロック塀の除去にかかった費用
の一部を補助します。
●支援件数　先着5戸
●支援内容　ブロック塀の除去費用の3分の2（1件あたり補助上限
20万円）
●対象　通学路や避難路などの町道に面している高さ1.2㍍以上の
ブロック塀で、耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断されたもの。

利用登録中のア
プリ画面を終了させずに

番

-

工事に関する契約前にご相談ください 工事に関する契約前にご相談ください 
　「耐震改修」「ブロック塀除去」のいずれも、交付決定前に契約
したものは助成の対象外となります。耐震改修のための工事や、
倒壊の恐れがあるブロック塀の除去をご検討中の方は、工事事業
者などと契約をする前に、役場道路住宅課へご相談ください。
●申し込み・問い合わせ　令和 8年 1月 30日㈮までに、役場 2
階道路住宅課住宅政策係（019-611-2635）へ。
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